
 

 

7月 25日からの大雨被害に対する緊急対策メニュー（案）8月 2日現在 

 
 

（１）小規模農地等災害緊急復旧対策 

○概  要 政府の災害復旧事業の対象（40万円以上）に該当しない農地や用

排水路・農道等（インフラ）の小規模な被害の復旧に対する支援 

○実施主体 市町村、土地改良区、農業協同組合、農業法人、農業者等 

○補 助 率 1／2（県1／3、町1／6） 

  ○問合せ先 庄内町農林課農林水産係（0234-43-0308） 

  ※大規模な被害（40万円以上）についてもご報告ください。 

（２）農作物等災害対策 

○概  要 農作物等の被害拡大の防止対策及び施設等の復旧に対する支援 

（対策事業） 

① 病害虫蔓延防止に向けた農薬、樹勢又は草勢回復のための肥料の購入 

② 再播種用種子、補植用苗・苗木等の購入 

③ パイプハウス農業施設及び付帯設備の復旧、農機具の修理・再取得 

④ 果樹棚の復旧 

○実施主体 農業協同組合、農業法人、農業者等 

○補 助 率 1／2（県 1／3、町 1／6） 

（補植用苗木については、3／4（県 1／2、町 1／4）） 

○問合せ先 庄内町農林課農産係（0234-42-0178） 

（３）農業用水確保対策 

○概  要 農業用水確保のためのポンプ等の借上げ又は購入、燃料の購入等

に要する経費 

○実施主体 土地改良区、水利組合、市町村 

○補 助 率 1／2（県1／3、町1／6） 

○問合せ先 庄内町農林課農林水産係（0234-43-0308） 

（４）畜産施設等災害対策 

○概 要 畜産施設等の復旧に対する支援 

（対策事業） 

① 死亡家畜の運搬・処理 

② 家畜の緊急避難のための運搬 

③ 畜産関係施設・機械・装置の修繕・整備 

④ 畜舎の消毒資材の購入 

○実施主体 農業法人、農業者等 

○補 助 率 1／2（県 1／3、町 1／6） 

○問合せ先 庄内町農林課農産係（0234-42-0169） 
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